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メ
ッ
セ
ー
ジ

岡
部
正
英

　

暦
の
上
で
は
間
も
な
く
立
春
を
迎
え
ま
す
。
皆
さ
ん
い
か
が
お
過
ご
し

で
す
か
。

　

先
月
19
日
に
文
化
会
館
に
お
い
て
、
昨
年
の
台
風
第
19
号
に
よ
る
災
害

か
ら
の
復
興
に
向
け
た
「
復
興
の
つ
ど
い
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は

約
千
人
も
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
災
害
発
生
か
ら
こ
れ
ま
で
ご

支
援
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
、
佐
野
市
の
復
興
へ
の
決
意
を
述
べ
、
今
後
本
格
的
な
復
旧
・
復
興

に
向
け
、
全
市
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
誓
い
ま
し
た
。

　

第
２
部
の
復
興
講
演
会
で
は
、
気
象
予
報
士
の
森
田
正
光
さ
ん
を
講
師

と
し
て「
異
常
気
象
と
環
境
問
題
」と
の
演
題
で
特
別
講
演
を
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。
講
演
の
中
で
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
正
し
い
情
報
の

収
集
と
共
有
、
そ
し
て
過
去
の
経
験
を
教
訓
と
し
て
次
に
備
え
る
こ
と
が

重
要
と
の
話
に
、
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、佐
野
市
の
頑
張
り
を
全
国
に
発
信
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
元

気
な
佐
野
市
へ
！
～
佐
野
市
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～
」
で
す
が
、
こ
れ
ま

で
北
千
住
、
吉
祥
寺
、
東
京
駅
で
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
今

月
22
日
、
23
日
に
は
お
客
様
を
佐
野
市
へ
お
迎
え
し
て
、
市
内
最
大
の
復

興
イ
ベ
ン
ト
「
S
A
N
O
M
A
R
U
，S 

D
A
Y 

E
V
E
N
T
（
さ
の

ま
る
の
日
イ
ベ
ン
ト
）」
と
し
て
市
庁
舎
周
辺
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
市
外
、

県
外
か
ら
の
お
客
様
に
感
謝
と
「
元
気
な
佐
野
市
」
を
示
す
た
め
に
も
、

お
も
て
な
し
の
心
で
お
迎
え
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
復
興
に
関
す
る
催
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
参
加
者

が
笑
顔
で
参
加
で
き
る
よ
う
、
一
日
も
早
い
復
旧
・
復
興
に
向
け
取
り
組

ん
で
参
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

各イベントの中止について
　令和２年２月１０日～３月１０日までの下記のイベントについて、中止します。

日にち イベント名 問合せ

２月２６日（水）
楽しいくらしの講座

「着物地をリサイクルしたネックレス作り」
交通生活課☎（２０）３０１４

３月　１日（日） ひな祭り遊び教室 こどもの国☎（２１）１５１５

３月　４日（水） 楽しいくらしの講座「楽しく食べて健康に」 交通生活課☎（２０）３０１４

３月　７日（土）～
　　　８日（日）

生涯楽習フォーラム「佐野楽」
楽習フェア
静のアート作品展

生涯学習課☎（２０）３１０９　

成人式

　1 月１２日(日)、佐野・田沼・葛

生の３つの会場で成人式が開催

され、約９００人が出席し、成人の祝福をしました。

　岡部市長は「これから先の長い人生で、自分で決め

たことを最後までやり遂げる気持ちを持って進んで

佐野会場
欲しい」と言葉を送りまし

た。

　新成人の皆さん、おめで

とうございます。これから

新たな未来に向かって頑

張ってください。

田沼会場 葛生会場

復興のつどい

　１月１９日（日）、台風第１９号からの復旧・復興に向けて、

市民の皆さんや各関係者の方々と一致団結する機会とし

て、「復興のつどい」が文化会館で開催されました。

　第１部は「復興への決意」と題し、飯塚副市長が市内の被

害状況を報告するとともに、今後の市の取り組みについて、

説明しました。

　第２部では気象予報士の森田正光さんをお迎えし、「異

常気象と環境問題～豪雨災害から身を守るために～」と題

し講演をいただきました。「上昇気流が生まれやすい山沿い

で、雨量が増えるので、河川の上流の天候を確認することが

重要」など、わかりやすく

説明いただきました。

　今年を「復興元年」と

し、みなさんと共に復旧・

復興に向けて取り組ん

でいきたいと思います。
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今回の表紙　「ウルトラマンゼロより佐野市復興へエールを」令和２年１月１５日撮影

　被災をした地域の子どもを元気づける活動を行う「ウルトラマン基金」が市内保

育園を訪問。子どもたちは憧れのヒーローとふれあい、笑顔の時間を過ごしました。

被災された方の国民健康保険、後期高齢者医療保険について
　台風第１９号で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の①

～⑤のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。

　また、被災された佐野市の国民健康保険、後期高齢者医療保険加入の方で、次の①～⑤のいずれか

に該当する方が、医療機関の窓口において一部負担金を支払った場合、市の窓口に申請を行うことで、

支払った額の還付を受けることができます。

▲

対象者

　①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

　　※り災証明書の提示は必要なく、窓口で口頭で申告してください

　②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

　③主たる生計維持者の行方が不明である方

　④主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方

　⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

▲

還付申請に必要なもの

　保険証、印鑑（朱肉を使用するもの）、領収書、世帯主名義の通帳（後期高齢者の場合、被保険者

本人名義の通帳）、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、り災証明書

▲

対象とならない医療費

　・入院時の食事療養および生活療養に係る標準負担額

　・柔道整復師（接骨院・整骨院）、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師による施術料

▲

対象期間＝令和元年１０月１２日から令和２年１月３１日までの診療分

※令和２年２月以降については国からの通知があり次第、市ホームページでお知らせします

▲

申請期限＝診療を受けた日の翌日から２年以内

　　　　　　（例）令和元年１０月１２日に診療→申請期限：令和３年１０月１２日まで

■問合せ＝国民健康保険について　　医療保険課国保係☎（２０）３０２４

　　　　　後期高齢者医療について　いきいき高齢課長寿医療係☎（２０）３０２１

※一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせく

ださい

台風第１９号関連情報　

警察関係手数料の免除

　公安委員会または警察署長に対する各種申請にかかる警察関係手数料を免除します。

▲

対象＝台風第１９号の被害により災害救助法の適用を受けた県内２１市町の居住者のうち、同台風

により被災された方　

▲

免除となる期間＝令和元年１０月１２日から令和２年３月３１日までの間　

▲

免除となる手数料＝自動車運転免許証、各種証明書及び許可証等の再交付、住所変更のほか、自動車

保管場所証明書の交付など

■問合せ＝

・運転免許証に関する各種申請は、栃木県運転免許センター☎０２８９（７６）０１１０

・その他の申請については、最寄りの警察署

※申請受付時間は、栃木県運転免許センター、警察署ともに平日（土日祝日を除く）の午前８時３０分

から午後５時１５分まで　

※詳細は、栃木県警察ホームページをご覧ください




